
関係する法令の主な規定抜粋 

 

【地方自治法】 

（公共的団体等の監督） 

第百五十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等

の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 

２ 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共

団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実

地について事務を視察することができる。 

３ 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必

要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 

 

（職務） 

第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公

共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 

７ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるとき

は、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その

他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るも

のを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定める

もの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該

普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方

公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているも

のについても、同様とする。 

 

（予算の執行に関する長の調査権等） 

第二百二十一条 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若し

くは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の

実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又は

その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 

２ 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品

の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者（補助金、交付

金、貸付金等の終局の受領者を含む。）又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対し

て、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。 

３ 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地

方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者

のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を

有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 



 

（財政状況の公表等） 

第二百四十三条の三 

２ 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければなら

ない。 

 

 

【地方自治法施行令】 

（普通地方公共団体が出資している法人の監査） 

第百四十条の七 地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が

出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その

他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。 

 

（普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲） 

第百五十二条 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が出資して

いる法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 

一 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社

及び地方独立行政法人 

二 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上

を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社 

三 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上

二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条

例で定めるもの 

 

 

【簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律】 

（地方独立行政法人等に対する要請） 

第五十七条 地方公共団体は、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び

土地開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の

一以上を出資している法人に対し、その職員数及び職員の給与に関する情報を公開する

よう要請するものとする。 

  



【地方公共団体の財政の健全化に関する法律】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

四 将来負担比率 地方公共団体のイからヌまでに掲げる額の合算額がルからワまでに

掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前年度の標準財政

規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値 

ヘ 当該年度の前年度末における当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と

共同して設立した法人で政令で定めるもの（以下この号において「設立法人」とい

う。）の負債の額のうち、当該設立法人の財務内容その他の経営の状況を勘案して

当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれるものと

して総務省令で定めるところにより算定した額 

 

（健全化判断比率の公表等） 

第三条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比

率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付

し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断

比率を公表しなければならない。 

 

 

【地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令】 

（将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人） 

第六条 法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社

及び地方独立行政法人とする。 


